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告 示 

 

鳥取県告示第386号 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号。以下「法」という。）第35

条の10第１項の規定により、次の液化石油ガス販売事業者に係る法第35条の６第１項の規定による認定を取り消

したので、法第88条第２項の規定により告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

名  称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 取消年月日 

株式会社ＪＡいなば燃料セ

ンター 

鳥取市湖山町五丁目261 代表取締役 小林 功 平成21年５月29日 

                                                    

 

鳥取県告示第387号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項の規定に基づき、指定自立支援医療機関を指定した

ので、同法第69条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

開設者の氏名又は

名称 
開設者の住所 

指定自立支援医

療機関の名称 

指定自立支援医療

機関の所在地 

自立支援医療の種

類 

指 定 年 月

日 

鳥取県知事 平井 

伸治 

鳥取市東町一

丁目220 

鳥取県立鳥取療

育園 

鳥取市江津260 精神通院医療 平 成 21 年

６月１日 

                                                    

 

鳥取県告示第388号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項の規定に該当する特定計量器以外の特定計量器の定期検査を実施するので、同法第21条

第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

実施区域 実施期日 実施時間 実 施 場 所 

北栄町 平成21年７月２日（木） 午後１時から 

午後３時まで 

東伯郡北栄町由良宿423－１ 

大栄農村環境改善センター 

〃 
平成21年７月３日（金） 

〃 
東伯郡北栄町田井７－１ 

北条農村環境改善センター 

琴浦町 平成21年７月６日（月） 
〃 

東伯郡琴浦町大字徳万591－２ 

琴浦町役場 



  平成 21 年６月２日 火曜日       鳥 取 県 公 報              第 8097 号   

- 3 - 

〃 
平成21年７月７日（火） 

〃 
東伯郡琴浦町大字赤碕1140－１ 

琴浦町役場分庁舎 

北栄町 平成21年７月14日（火） 
〃 

東伯郡北栄町由良宿423－１ 

大栄農村環境改善センター 

琴浦町 平成21年７月16日（木） 
〃 

東伯郡琴浦町大字徳万591－２ 

琴浦町役場 

北栄町及

び琴浦町 

平成21年８月３日（月）から同月31日

（月）までの日（日曜日及び土曜日を除

く。） 

午前９時から 

午後４時まで 

鳥取市東町一丁目220 

鳥取県生活環境部くらしの安心局 

くらしの安心推進課 

                                                    

 

鳥取県告示第389号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第72条第２項の規定に基づき、土地改良区の合併を平成21年６月１日認

可したので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 合併により設立する土地改良区 

  大山町名和土地改良区 

２ 合併により解散する土地改良区 

  光徳土地改良区 

  名和土地改良区 

  庄内土地改良区 

                                                    

 

鳥取県告示第390号 

鳥取市が行う土地改良事業（非補助土地改良事業福井地区区画整理）に係る土地改良事業計画の変更協議につ

いては、審査した結果適当と決定したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の３第５項において準

用する同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により告示し、次のとおり縦覧に供する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 縦覧に供する書類 

土地改良事業変更計画書及び条例の写し 

２ 縦覧に供する期間 

平成21年６月２日から同月22日まで 

３ 縦覧に供する場所 

鳥取市役所 

４ 異議の申出 

利害関係人は、この告示に係る決定に対し異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以

内に知事に申し出ること。 
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鳥取県告示第391号 

次のように保安林の指定を解除する予定である旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１(１) 解除予定に係る保安林の所在場所 

東伯郡三朝町大字久原字寺谷941・942の４（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 

(２) 保安林として指定された目的 

   土砂の崩壊の防備 

(３) 解除の理由 

   林道用地とするため 

２(１) 解除予定に係る保安林の所在場所 

東伯郡三朝町大字久原字寺谷942の41から942の51まで・942の55から942の57まで・942の62から942の64ま

で・942の67・942の70から942の72まで・942の140・942の142・942の146（以上24筆について次の図に示す

部分に限る。） 

(２) 保安林として指定された目的 

   水源のかん養 

(３) 解除の理由 

   林道用地とするため 

（「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県農林水産部森林・林業総室及び三朝町役場に備え置いて縦覧に供

する。） 

                                                    

 

鳥取県告示第392号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項

の規定により告示する。 

その関係図面は、平成21年６月２日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）におい

て一般の縦覧に供する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

路線名
 

区     間
 変 更

前後別

敷地の幅員 

（メートル） 

敷地の延長 

（メートル）

変更前 12.0～21.0 166.0 
米子広瀬線 米子市末広町293地先から同市末広町298地先まで 

変更後 13.6～47.0 166.0 

                                                    

 

鳥取県告示第393号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項

の規定により告示する。 

その関係図面は、平成21年６月２日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）におい

て一般の縦覧に供する。 
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  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

路線名 区     間 供用開始の期日 

米子広瀬線 米子市末広町293地先から同市末広町298地先まで 平成21年６月２日 

                                                    

 

鳥取県告示第394号 

地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第３条第２項の規定によりなおその効力を有す

ることとされる同法による改正前の地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「旧法」という。）第171条第４項の

規定に基づき、出納長をしてその権限に属する事務の一部を次のとおり委任させたので、同条第５項において準

用する旧法第170条第４項後段の規定により告示する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 委任させた事務 

鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号）第２条第１項第31号及び第55号の２に規定する手数料

の収納事務 

２ 委任を受けた出納員 

鳥取県福祉保健部医療指導課 

      主幹 西田 秋美 

３ 委任期間 

平成21年６月１日から同年７月24日まで 

                                                    

公 告 

 

消防法（昭和23年法律第186号）第13条の23の規定により、危険物の取扱作業の保安に関する講習を次のとお

り実施する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 講習の種別 

危険物取扱者免状の交付を受けている者で、製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事し

ているものを対象とした講習 

２ 講習の日時及び場所 

(１) 平成21年７月28日（火） 午後１時30分から午後４時30分まで 

鳥取市西町二丁目311 鳥取市福祉文化会館 

(２) 平成21年７月29日（水） 午後１時30分から午後４時30分まで 

鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁講堂 

(３) 平成21年８月17日（月） 午後１時30分から午後４時30分まで 

米子市錦町一丁目139－３ 米子市福祉保健総合センターふれあいの里 
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(４) 平成21年８月18日（火） 午前９時30分から午後０時30分まで 

米子市錦町一丁目139－３ 米子市福祉保健総合センターふれあいの里 

(５) 平成21年９月８日（火） 午後１時30分から午後４時30分まで 

倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部総合事務所講堂 

３ 受講手続 

県内の各消防署、各市役所、各町村役場及び鳥取県防災局消防チームに備え付けてある所定の用紙により作

成した受講申請書を、平成21年６月25日（木）から同年７月７日（火）までの間（日曜日及び土曜日を除

く。）に、鳥取県危険物保安協会連合会（〒680－0864 鳥取市吉成640－１、電話0857－21－1401）に提出す

ること。（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以

下「信書便」という。）により送付する場合は、平成21年７月７日（火）までの消印又は信書便の役務のうち

消印に準ずるもののあるものに限り受け付ける。） 

４ 受講手数料及びその納付方法 

受講手数料は、4,700円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を受講申請書の手数料欄にはり付けて納

付すること。この場合、消印しないこと。 

５ その他 

受講当日は、危険物取扱者免状を持参すること。 

                                                    

 

調理師法（昭和33年法律第147号）第３条の２第１項の規定による調理師試験を次のとおり実施する。 

 

  平成21年６月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 受験資格 

学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者（調理師法附則第３項に規定する者を含む。）で、

調理師法施行規則（昭和33年厚生省令第46号）第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業務

に従事したもの。 

２ 試験の日時 

  平成21年９月４日（金）午前９時30分から午前11時30分まで 

３ 試験の場所 

  次の試験会場のうち、受験者の希望する場所 

鳥取会場 鳥取県庁講堂（鳥取市東町一丁目220） 

倉吉会場 鳥取県中部総合事務所講堂（倉吉市東巌城町２） 

米子会場 鳥取県西部総合事務所講堂（米子市糀町一丁目160） 

４ 試験科目及び実施方法 

  次の科目について、それぞれ四肢択一式により出題する。 

 (１) 食文化概論 (２) 衛生法規  (３) 公衆衛生学 (４) 栄養学 

 (５) 食品学   (６) 食品衛生学 (７) 調理理論 

５ 受験手続 

 (１) 書類の提出先 

鳥取県東部総合事務所、鳥取県中部総合事務所又は鳥取県西部総合事務所の生活環境局（以下「生活環

境局」という。）とする。 

 (２) 提出書類 

ア 受験願書 
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  イ 中学校（これに準ずる学校を含む。）以上の学校の卒業証明書（これに準ずる書類を含む。）又は卒業証

書の写し 

  ウ 中学校以上の学校を卒業した者以外の者にあっては、調理師法施行規則附則第３項第７号の規定により、

厚生労働大臣が旧国民学校令（昭和16年勅令第148号）による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等

学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校の２年の課程を終わった者と同等の学力を有することを証

した認定書 

  エ 調理師法施行規則第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業務に従事したことを証する

書類（所定の様式によること。） 

  オ 写真（出願前６月以内に無帽で正面から上半身を撮影した縦４センチメートル、横３センチメートルの

写真で、裏面に氏名及び生年月日を記載したもの） 

 (３) 受験に関する書類の提出期間 

平成21年６月29日（月）から同年７月10日（金）までの日（日曜日及び土曜日を除く。） 

なお、郵送の場合は、平成21年７月10日（金）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

６ 受験手数料及びその納入方法 

(１) 受験手数料 6,100円 

(２) 納入方法 

   (１)に記載する金額に相当する鳥取県収入証紙を受験願書の収入証紙はり付け欄にはり付けて納入するこ

と。この場合、消印しないこと。 

７ 合格者の発表 

  合格者の受験番号を平成21年９月25日（金）に生活環境局において掲示するとともに、くらしの安心推進課

のホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/kurashi）に掲載する。 

  なお、合格者には、平成21年９月25日付けで通知する。 

８ その他 

(１) 提出した書類が虚偽の内容を記載し、又は証明資格のない者が証明したものであることが判明したとき

は、合格を取り消すことがある。 

(２)  受験の詳細についての問合せ先は、次のとおり。 

   くらしの安心推進課      鳥取市東町一丁目220  （0857－26－7284） 

   東部総合事務所生活環境局   鳥取市立川町六丁目176 （0857－20－3677） 

   中部総合事務所生活環境局   倉吉市東巌城町２    （0858－23－3117） 

西部総合事務所生活環境局    米子市糀町一丁目160    （0859－31－9321） 

 


